
資料 ８

整理番号 ２４

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ３７～Ｈ６９（最長９５年間）

事業実施地区名 仙台支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和３７年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 63,299百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 25,928百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.44

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、概ね１万７千ヘクタールで
農山漁村の状況そ 推移しており、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 平均的な生育状況は、スギ35年生で樹高13.9ｍ、胸高直径21.4㎝、１ha当
たり材積277ｍ となっている。３

広葉樹化した林分及び生育が遅い林分の占める割合は、全体の17％であ
る。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち21.7％の周辺に阿武隈川水系七ヶ宿ダム、雄物川水系
状況 玉川ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち15.0％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 特になし。
の可能性

⑦ 代替案の実現可能 生育に問題がある林分について、分収造林契約に基づく契約相手方との協
性 議等を経て、施業方法を変更することは可能である。

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、造林地の生育状況、関連公共施設への効果等の公益性を
総合的に検討した結果、水源林としての機能を十分発揮していることから、
事業を継続することが適当と考える。
ただし、雪害及びトドマツの枝枯病等によって広葉樹化した一部の林分に

ついては、単層林施業を止め侵入広葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更
し、また、生育が遅い一部の林分については、当分の間保育施業を見合わせ
ることとする。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、広葉樹化した一部の林分については、単
事業の実施方針 層林施業を止め侵入広葉樹の育成に重点を置いた施業へ変更し、

また、生育が遅い一部の林分については、当分の間保育施業を見
合わせることが適当である。

・有効性：水源林としての機能を十分発揮していることから、事業の有効性
は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業内容を一部見直しのうえ、継続する。



整理番号 ２５

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ４２～Ｈ６４（最長８５年間）

事業実施地区名 仙台支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和４２年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 20,402百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 7,396百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.76

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、昭和45～55年にかけて増加
農山漁村の状況そ し、その後は概ね１万～１万２千ヘクタールで推移しており、森林造成が引
の他の社会経済情 き続き必要である。
勢の変化 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、現在昭和45年当時の約

２倍の水準にあり、地域の森林の管理水準の低下が危惧される。

③ 事業の進捗状況 平均的な生育状況は、スギ30年生で樹高11.1ｍ、胸高直径17.2㎝、１ha当
たり材積186ｍ となっている。３

広葉樹化した林分及び生育が遅い林分の占める割合は、全体の15％であ
る。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち13.7％の周辺に名取川水系大倉ダム、鳴瀬川水系孫沢
状況 ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち8.3％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 特になし。
の可能性

⑦ 代替案の実現可能 生育に問題がある林分について、分収造林契約に基づく契約相手方との協
性 議等を経て、施業方法を変更することは可能である。

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、造林地の生育状況、関連公共施設への効果等の公益性を
総合的に検討した結果、水源林としての機能を十分発揮していることから、
事業を継続することが適当と考える。
ただし、雪害及びトドマツの枝枯病等によって広葉樹化した一部の林分に

ついては、単層林施業を止め侵入広葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更
し、また、生育が遅い一部の林分については、当分の間保育施業を見合わせ
ることとする。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、広葉樹化した一部の林分については、単
事業の実施方針 層林施業を止め侵入広葉樹の育成に重点を置いた施業へ変更し、

また、生育が遅い一部の林分については、当分の間保育施業を見
合わせることが適当である。

・有効性：水源林としての機能を十分発揮していることから、事業の有効性
は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業内容を一部見直しのうえ、継続する。



整理番号 ２６

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ４７～Ｈ６９（最長８５年間）

事業実施地区名 仙台支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和４７年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 68,748百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 23,030百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.99

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、昭和45～平成2年にかけて減
農山漁村の状況そ 少したものの、その後は概ね１万８千ヘクタールで推移しており、森林造成
の他の社会経済情 が引き続き必要である。
勢の変化 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、地域

の森林の管理水準の低下が危惧される。

③ 事業の進捗状況 平均的な生育状況は、スギ25年生で樹高10.8ｍ、胸高直径15.9㎝、１ha当
たり材積261ｍ となっている。３

広葉樹化した林分及び生育が遅い林分の占める割合は、全体の9％である。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち28.4％の周辺に名取川水系大倉ダム、米代川水系上杉
状況 ２号ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち19.6％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 植栽木の生育に問題がある林分については、早期に林分の状況把握に努
の可能性 め、雪害による根曲がり・倒伏などの不良木を除伐により除去することで間

伐の省力化を図り、コストの縮減を図ることができる。

⑦ 代替案の実現可能 生育に問題がある林分について、分収造林契約に基づく契約相手方との協
性 議等を経て、施業方法を変更することは可能である。

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、造林地の生育状況、関連公共施設への効果等の公益性を
総合的に検討した結果、水源林としての機能を十分発揮していることから、
事業を継続することが適当と考える。
ただし、雪害及びトドマツの枝枯病等によって広葉樹化した一部の林分に

ついては、単層林施業を止め侵入広葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更
し、また、生育が遅い一部の林分については、当分の間保育施業を見合わせ
ることとする。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、広葉樹化した一部の林分については、単
事業の実施方針 層林施業を止め侵入広葉樹の育成に重点を置いた施業へ変更し、

また、生育が遅い一部の林分については、当分の間保育施業を見
合わせることが適当である。

・有効性：水源林としての機能を十分発揮していることから、事業の有効性
は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業内容を一部見直しのうえ、継続する。



整理番号 ２７

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ５２～Ｈ６９（最長８０年間）

事業実施地区名 仙台支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和５２年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

事業の概要・目的 行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 14,497百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 4,552百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.19

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、昭和55～平成2年にかけて減
農山漁村の状況そ 少したものの、その後は概ね７千ヘクタールで推移しており、森林造成が引
の他の社会経済情 き続き必要である。
勢の変化 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、現在昭和45年当時の約

1.6倍の水準にあり、地域の森林の管理水準の低下が危惧される。

③ 事業の進捗状況 平均的な生育状況は、スギ20年生で樹高8.9ｍ、胸高直径13.6㎝、１ha当た
り材積134ｍ となっている。３

広葉樹化した林分及び生育が遅い林分の占める割合は、全体の4％である。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち21.8％の周辺に最上川水系白川ダム、綱木川ダム等が
状況 設置されている。

当該契約面積のうち6.1％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 植栽木の生育に問題がある林分については、早期に林分の状況把握に努
の可能性 め、雪害による根曲がり・倒伏などの不良木を除伐により除去することで間

伐の省力化を図り、コストの縮減を図ることができる。

⑦ 代替案の実現可能 生育に問題がある林分について、分収造林契約に基づく契約相手方との協
性 議等を経て、施業方法を変更することは可能である。

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、造林地の生育状況、関連公共施設への効果等の公益性を
総合的に検討した結果、水源林としての機能を十分発揮していることから、
事業を継続することが適当と考える。
ただし、雪害及びトドマツの枝枯病等によって広葉樹化した一部の林分に

ついては、単層林施業を止め侵入広葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更
し、また、生育が遅い一部の林分については、当分の間保育施業を見合わせ
ることとする。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、広葉樹化した一部の林分については、単
事業の実施方針 層林施業を止め侵入広葉樹の育成に重点を置いた施業へ変更し、

また、生育が遅い一部の林分については、当分の間保育施業を見
合わせることが適当である。

・有効性：水源林としての機能を十分発揮していることから、事業の有効性
は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業内容を一部見直しのうえ、継続する。



整理番号 ２８

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ５７～Ｈ６４（最長７０年間）

事業実施地区名 仙台支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和５７年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 16,426百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 4,719百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.48

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、増加傾向にあり、森林造成
農山漁村の状況そ が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、地域
勢の変化 の森林の管理水準の低下が危惧される。

③ 事業の進捗状況 具体的な保育実施状況は、下刈の平均実施回数が8.5回、除伐の平均実施回
数が1.1回となっており、スギ・ヒノキを対象に実施している枝打はその53％
において実施している。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち30.6％の周辺に十勝川水系屈足ダム、鳴瀬川水系孫沢
状況 ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち3.4％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 今後の枝打に当たっては生育及び搬出条件の良好な箇所を厳選し、実施対
の可能性 象本数の減少に努めコスト縮減を図る。

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、植栽・保育の実施状況、関連公共施設への効果等の公益
性を総合的に検討した結果、事業を継続することが適当と考える。
ただし、生育が遅い林分及び広葉樹化しつつある林分の有無及びその生育

状況を適切に把握し、除伐時に広葉樹を保残するなどにより雪害にも強い針
広混交林等への誘導等の施業を実施する。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、生育が遅い林分や広葉樹化しつつある林
事業の実施方針 分の有無及びその生育状況を的確に把握し、除伐時に広葉樹を保

残するなどにより雪害にも強い針広混交林等への誘導等の施業を
実施するとともに、枝打については生育状況の良い区域へ施業を
重点化する等によりコスト縮減を図ることが適当である。

・有効性：概ね適切な保育が実施されている生育途中の林分であることか
ら、事業の有効性は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ２９

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ６２～Ｈ８４（最長８５年間）

事業実施地区名 仙台支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和６２年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 22,183百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 6,276百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.53

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、約１万１千haから１万２千h
農山漁村の状況そ aで推移しており、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、平成２年から平成１２
勢の変化 年にかけて減少したものの、現在昭和５５年当時の１割増しの水準にあり、

地域の森林の管理水準の低下が危惧される。

③ 事業の進捗状況 具体的な保育実施状況は、下刈の平均実施回数が8.7回、除伐の平均実施回
数が0.7回となっており、スギ・ヒノキを対象に実施している枝打はその14％
において実施している。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち16.9％の周辺に最上川水系寒河江ダム・白川ダム等が
状況 設置されている。

当該契約面積のうち13.3％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 今後の枝打に当たっては生育及び搬出条件の良好な箇所を厳選し、実施対
の可能性 象本数の減少に努めコスト縮減を図る。

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、植栽・保育の実施状況、関連公共施設への効果等の公益
性を総合的に検討した結果、事業を継続することが適当と考える。
ただし、生育が遅い林分及び広葉樹化しつつある林分の有無及びその生育

状況を適切に把握し、除伐時に広葉樹を保残するなどにより雪害にも強い針
広混交林等への誘導等の施業を実施する。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、生育が遅い林分や広葉樹化しつつある林
事業の実施方針 分の有無及びその生育状況を的確に把握し、除伐時に広葉樹を保

残するなどにより雪害にも強い針広混交林等への誘導等の施業を
実施するとともに、枝打については生育状況の良い区域へ施業を
重点化する等によりコスト縮減を図ることが適当である。

・有効性：概ね適切な保育が実施されている生育途中の林分であることか
ら、事業の有効性は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ３０

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｈ４～Ｈ９４（最長９０年間）

事業実施地区名 仙台支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 平成４年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 14,566百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 3,886百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.75

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、増加傾向にあり、森林造成
農山漁村の状況そ の必要性が増してきている。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、地域
勢の変化 の森林の管理水準の低下が危惧される。

③ 事業の進捗状況 下刈については平均7.5回実施しており、除伐・枝打は実施対象林齢に達し
ていないことから未実施である。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち26.2％の周辺に鳴瀬川水系孫沢ダム、北上川水系栗駒
状況 ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち20.5％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契地元（受益者、地方公共団体等）
約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。の意向

⑥ 事業コスト縮減等 除伐の実施に当たっては、適期実施に努めると共に、広葉樹等は極力保残
の可能性 するなど、針広混交林等の造成を目指すことにより事業コストの縮減を図

る。枝打に当たっては生育及び搬出条件の良好な箇所を厳選し、実施対象本
数の減少に努めコスト縮減を図る。

⑦ 該当なし。代替案の実現可能性

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、植栽・保育の実施状況、関連公共施設への効果等の公益
性を総合的に検討した結果、事業を継続することが適当と考える。
ただし、今後の施業の実施に当たっては、生育状況の適切な把握に努め、

雪害等の被害により植栽木の良好な成長が見込めないと判断された場合に
は、除伐時に広葉樹を保残するなどにより針広混交林等への誘導等の施業を
実施する。

・必要性：山村における森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事
業の必要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、今後の施業の実施に当たっては、生育状
事業の実施方針 況の適切な把握に努め、雪害等の被害により植栽木の良好な成長

が見込めないと判断された場合には、除伐時に広葉樹を保残する
などにより針広混交林等への誘導等の施業を実施することが適当
である。

・有効性：概ね適切な保育が実施されている生育途中の林分であることか
ら、事業の有効性は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ３１

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｈ９～Ｈ９９（最長９０年間）

事業実施地区名 仙台支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 平成９年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 7,759百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 2,230百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.48

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、増加傾向にあり、森林造成
農山漁村の状況そ の必要性が増してきている。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、地域
勢の変化 の森林の管理水準の低下が危惧される。

③ 事業の進捗状況 具体的な保育実施状況は、現在、下刈を毎年度実施中である。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち24.0％の周辺に鳴瀬川水系孫沢ダム、北上川水系花山
状況 ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち16.1％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契地元（受益者、地方公共団体等）
約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。の意向

⑥ 事業コスト縮減等 除伐の実施に当たっては、適期実施に努めると共に、広葉樹等は極力保残
の可能性 するなど、針広混交林等の造成を目指すことにより事業コストの縮減を図

る。枝打に当たっては生育及び搬出条件の良好な箇所を厳選し、実施対象本
数の減少に努めコスト縮減を図る。

⑦ 該当なし。代替案の実現可能性

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、植栽・保育の実施状況、関連公共施設への効果等の公益
性を総合的に検討した結果、事業を継続することが適当と考える。
ただし、今後の施業の実施に当たっては、生育状況の適切な把握に努め、

雪害等の被害により植栽木の良好な成長が見込めないと判断された場合に
は、除伐時に広葉樹を保残するなどにより針広混交林等への誘導等の施業を
実施する。

・必要性：山村における森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事
業の必要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、今後の施業の実施に当たっては、生育状
事業の実施方針 況の適切な把握に努め、雪害等の被害により植栽木の良好な成長

が見込めないと判断された場合には、除伐時に広葉樹を保残する
などにより針広混交林等への誘導等の施業を実施することが適当
である。

・有効性：概ね適切な保育が実施されている生育途中の林分であることか
ら、事業の有効性は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ３２

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ３７～Ｈ６９（最長９５年間）

事業実施地区名 東京支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和３７年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

事業の概要・目的 行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 58,730百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 22,333百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.63

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、平成2～12年にかけて減少し
農山漁村の状況そ たものの、現在昭和45年当時の約２倍に当たる約３万１千ヘクタールあり、
の他の社会経済情 森林造成が引き続き必要である。
勢の変化 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また

担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ
れる。

③ 事業の進捗状況 平均的な生育状況は、スギ35年生で樹高15.7ｍ、胸高直径22.8㎝、１ha当
たり材積338ｍ となっている。３

広葉樹化した林分及び生育が遅い林分の占める割合は、全体の17％であ
る。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち40.5％の周辺に相模川水系相模ダム、阿賀野川水系大
状況 川ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち11.7％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 特になし。
の可能性

⑦ 代替案の実現可能 生育に問題がある林分について、分収造林契約に基づく契約相手方との協
性 議等を経て、施業方法を変更することは可能である。

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、造林地の生育状況、関連公共施設への効果等の公益性を
総合的に検討した結果、水源林としての機能を十分発揮していることから、
事業を継続することが適当と考える。
ただし、雪害等によって広葉樹化した一部の林分については、単層林施業

を止め侵入広葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更し、また、生育が遅い一
部の林分については、当分の間保育施業を見合わせることとする。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、広葉樹化した一部の林分については、単
事業の実施方針 層林施業を止め侵入広葉樹の育成に重点を置いた施業へ変更し、

また、生育が遅い一部の林分については、当分の間保育施業を見
合わせることが適当である。

・有効性：水源林としての機能を十分発揮していることから、事業の有効性
は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業内容を一部見直しのうえ、継続する。



整理番号 ３３

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ４２～Ｈ５９（最長８０年間）

事業実施地区名 東京支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和４２年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

事業の概要・目的 行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 28,160百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 9,554百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.95

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、増加傾向にあり、森林造成
農山漁村の状況そ の必要性が増してきている。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 平均的な生育状況は、スギ30年生で樹高14.3ｍ、胸高直径20.5㎝、１ha当
たり材積320ｍ となっている。３

広葉樹化した林分及び生育が遅い林分の占める割合は、全体の20％であ
る。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち31.5％の周辺に天竜川水系秋葉ダム、利根川水系川治
状況 ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち15.1％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 特になし。
の可能性

⑦ 代替案の実現可能 生育に問題がある林分について、分収造林契約に基づく契約相手方との協
性 議等を経て、施業方法を変更することは可能である。

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、造林地の生育状況、関連公共施設への効果等の公益性を
総合的に検討した結果、水源林としての機能を十分発揮していることから、
事業を継続することが適当と考える。
ただし、雪害等によって広葉樹化した一部の林分については、単層林施業

を止め侵入広葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更し、また、生育が遅い一
部の林分については、当分の間保育施業を見合わせることとする。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、広葉樹化した一部の林分については、単
事業の実施方針 層林施業を止め侵入広葉樹の育成に重点を置いた施業へ変更し、

また、生育が遅い一部の林分については、当分の間保育施業を見
合わせることが適当である。

・有効性：水源林としての機能を十分発揮していることから、事業の有効性
は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業内容を一部見直しのうえ、継続する。



整理番号 ３４

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ４７～Ｈ６４（最長８０年間）

事業実施地区名 東京支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和４７年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 25,936百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 7,864百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.30

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、平成2～12年にかけて減少し
農山漁村の状況そ たものの、現在昭和45年当時の約3.3倍の約２万５千ヘクタールあり、森林造
の他の社会経済情 成が引き続き必要である。
勢の変化 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また

担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ
れる。

③ 事業の進捗状況 平均的な生育状況は、スギ25年生で樹高10.7ｍ、胸高直径15.6㎝、１ha当
たり材積171ｍ となっている。３

広葉樹化した林分及び生育が遅い林分の占める割合は、全体の14％であ
る。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち48.9％の周辺に相模川水系相模ダム、利根川水系下久
状況 保ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち14.1％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 植栽木の生育に問題がある林分については、早期に林分の状況把握に努
の可能性 め、雪害による根曲がり・倒伏などの不良木を除伐により除去することで間

伐の省力化を図り、コストの縮減を図ることができる。

⑦ 代替案の実現可能 生育に問題がある林分について、分収造林契約に基づく契約相手方との協
性 議等を経て、施業方法を変更することは可能である。

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、造林地の生育状況、関連公共施設への効果等の公益性を
総合的に検討した結果、水源林としての機能を十分発揮していることから、
事業を継続することが適当と考える。
ただし、雪害等によって広葉樹化した一部の林分については、単層林施業

を止め侵入広葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更し、また、生育が遅い一
部の林分については、当分の間保育施業を見合わせることとする。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、広葉樹化した一部の林分については、単
事業の実施方針 層林施業を止め侵入広葉樹の育成に重点を置いた施業へ変更し、

また、生育が遅い一部の林分については、当分の間保育施業を見
合わせることが適当である。

・有効性：水源林としての機能を十分発揮していることから、事業の有効性
は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業内容を一部見直しのうえ、継続する。



整理番号 ３５

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ５２～Ｈ７４（最長８５年間）

事業実施地区名 東京支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和５２年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

事業の概要・目的 行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 9,897百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 2,776百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.56

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、増加傾向にあり、森林造成
農山漁村の状況そ の必要性が増してきている。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 平均的な生育状況は、スギ20年生で樹高10.2ｍ、胸高直径14.7㎝、１ha当
たり材積157ｍ となっている。３

広葉樹化した林分及び生育が遅い林分の占める割合は、全体の4％である。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち27.5％の周辺に多摩川水系小河内ダム、利根川水系下
状況 久保ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち7.3％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 植栽木の生育に問題がある林分については、早期に林分の状況把握に努
の可能性 め、雪害による根曲がり・倒伏などの不良木を除伐により除去することで間

伐の省力化を図り、コストの縮減を図ることができる。

⑦ 代替案の実現可能 生育に問題がある林分について、分収造林契約に基づく契約相手方との協
性 議等を経て、施業方法を変更することは可能である。

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、造林地の生育状況、関連公共施設への効果等の公益性を
総合的に検討した結果、水源林としての機能を十分発揮していることから、
事業を継続することが適当と考える。
ただし、雪害等によって広葉樹化した一部の林分については、単層林施業

を止め侵入広葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更し、また、生育が遅い一
部の林分については、当分の間保育施業を見合わせることとする。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、広葉樹化した一部の林分については、単
事業の実施方針 層林施業を止め侵入広葉樹の育成に重点を置いた施業へ変更し、

また、生育が遅い一部の林分については、当分の間保育施業を見
合わせることが適当である。

・有効性：水源林としての機能を十分発揮していることから、事業の有効性
は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業内容を一部見直しのうえ、継続する。



整理番号 ３６

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ５７～Ｈ７４（最長８０年間）

事業実施地区名 東京支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和５７年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 3,220百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 818百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.93

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、近年増加傾向にあり、森林
農山漁村の状況そ 造成の必要性が増してきている。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 具体的な保育実施状況は、下刈の平均実施回数が7.8回、除伐の平均実施回
数が1.4回となっており、スギ・ヒノキを対象に実施している枝打はその84％
において実施している。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち44.7％の周辺に利根川水系草木ダム・川治ダム等が設
状況 置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 今後の枝打に当たっては生育及び搬出条件の良好な箇所を厳選し、実施対
の可能性 象本数の減少に努めコスト縮減を図る。

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、植栽・保育の実施状況、関連公共施設への効果等の公益
性を総合的に検討した結果、事業を継続することが適当と考える。
ただし、生育が遅い林分及び広葉樹化しつつある林分の有無及びその生育

状況を適切に把握し、除伐時に広葉樹を保残するなどにより雪害にも強い針
広混交林等への誘導等の施業を実施する。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、生育が遅い林分や広葉樹化しつつある林
事業の実施方針 分の有無及びその生育状況を的確に把握し、除伐時に広葉樹を保

残するなどにより雪害にも強い針広混交林等への誘導等の施業を
実施するとともに、枝打については生育状況の良い区域へ施業を
重点化する等によりコスト縮減を図ることが適当である。

・有効性：概ね適切な保育が実施されている生育途中の林分であることか
ら、事業の有効性は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ３７

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ６２～Ｈ７９（最長８０年間）

事業実施地区名 東京支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和６２年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 12,123百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 3,014百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.02

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、平成2年から平成12年に掛け
農山漁村の状況そ て減少したものの、現在昭和55年当時の１割増に当たる約２万ヘクタールあ
の他の社会経済情 り、森林造成が引き続き必要である。
勢の変化 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また

担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ
れる。

③ 事業の進捗状況 具体的な保育実施状況は、下刈の平均実施回数が6.9回、除伐の平均実施回
数が0.7回となっており、スギ・ヒノキを対象に実施している枝打はその14％
において実施している。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち68.3％の周辺に利根川水系川治ダム・天竜川水系秋葉
状況 ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち2.0％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 今後の枝打に当たっては生育及び搬出条件の良好な箇所を厳選し、実施対
の可能性 象本数の減少に努めコスト縮減を図る。

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、植栽・保育の実施状況、関連公共施設への効果等の公益
性を総合的に検討した結果、事業を継続することが適当と考える。
ただし、生育が遅い林分及び広葉樹化しつつある林分の有無及びその生育

状況を適切に把握し、除伐時に広葉樹を保残するなどにより雪害にも強い針
広混交林等への誘導等の施業を実施する。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、生育が遅い林分や広葉樹化しつつある林
事業の実施方針 分の有無及びその生育状況を的確に把握し、除伐時に広葉樹を保

残するなどにより雪害にも強い針広混交林等への誘導等の施業を
実施するとともに、枝打については生育状況の良い区域へ施業を
重点化する等によりコスト縮減を図ることが適当である。

・有効性：概ね適切な保育が実施されている生育途中の林分であることか
ら、事業の有効性は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ３８

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｈ４～Ｈ８４（最長８０年間）

事業実施地区名 東京支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 平成４年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 3,314百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 814百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.07

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、増加傾向にあり、森林造成
農山漁村の状況そ の必要性が増してきている。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 具体的な保育実施状況は、下刈の平均実施回数が8.0回となっている。除伐
・枝打は実施対象林齢に達していないことから未実施である。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち24.5％の周辺に天竜川水系秋葉ダム・利根川水系川治
状況 ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち14.1％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契地元（受益者、地方公共団体等）
約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。の意向

⑥ 事業コスト縮減等 除伐の実施に当たっては、適期実施に努めると共に、広葉樹等は極力保残
の可能性 するなど、針広混交林等の造成を目指すことにより事業コストの縮減を図

る。枝打に当たっては生育及び搬出条件の良好な箇所を厳選し、実施対象本
数の減少に努めコスト縮減を図る。

⑦ 該当なし。代替案の実現可能性

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、植栽・保育の実施状況、関連公共施設への効果等の公益
性を総合的に検討した結果、事業を継続することが適当と考える。
ただし、今後の施業の実施に当たっては、生育状況の適切な把握に努め、

雪害等の被害により植栽木の良好な成長が見込めないと判断された場合に
は、除伐時に広葉樹を保残するなどにより針広混交林等への誘導等の施業を
実施する。

・必要性：山村における森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事
業の必要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、今後の施業の実施に当たっては、生育状
事業の実施方針 況の適切な把握に努め、雪害等の被害により植栽木の良好な成長

が見込めないと判断された場合には、除伐時に広葉樹を保残する
などにより針広混交林等への誘導等の施業を実施することが適当
である。

・有効性：概ね適切な保育が実施されている生育途中の林分であることか
ら、事業の有効性は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ３９

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｈ９～Ｈ８９（最長８０年間）

事業実施地区名 東京支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 平成９年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 4,499百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 1,264百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.56

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、増加傾向にあり、森林造成
農山漁村の状況そ の必要性が増してきている。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 具体的な保育実施状況は、現在、下刈を毎年実施中である。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち22.0％の周辺に利根川水系五十里ダム・下久保ダム等
状況 が設置されている。

当該契約面積のうち13.2％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契地元（受益者、地方公共団体等）
約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。の意向

⑥ 事業コスト縮減等 除伐の実施に当たっては、適期実施に努めると共に、広葉樹等は極力保残
の可能性 するなど、針広混交林等の造成を目指すことにより事業コストの縮減を図

る。枝打に当たっては生育及び搬出条件の良好な箇所を厳選し、実施対象本
数の減少に努めコスト縮減を図る。

⑦ 該当なし。代替案の実現可能性

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、植栽・保育の実施状況、関連公共施設への効果等の公益
性を総合的に検討した結果、事業を継続することが適当と考える。
ただし、今後の施業の実施に当たっては、生育状況の適切な把握に努め、

雪害等の被害により植栽木の良好な成長が見込めないと判断された場合に
は、除伐時に広葉樹を保残するなどにより針広混交林等への誘導等の施業を
実施する。

・必要性：山村における森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事
業の必要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、今後の施業の実施に当たっては、生育状
事業の実施方針 況の適切な把握に努め、雪害等の被害により植栽木の良好な成長

が見込めないと判断された場合には、除伐時に広葉樹を保残する
などにより針広混交林等への誘導等の施業を実施することが適当
である。

・有効性：概ね適切な保育が実施されている生育途中の林分であることか
ら、事業の有効性は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ４０

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ３７～Ｈ５４（最長８０年間）

事業実施地区名 名古屋支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和３７年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

事業の概要・目的 行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 59,241百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 18,646百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.18

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、約１万４千～１万５千ヘク
農山漁村の状況そ タールで推移しており、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 平均的な生育状況は、スギ35年生で樹高12.9ｍ、胸高直径19.0㎝、１ha当
たり材積282ｍ となっている。３

広葉樹化した林分及び生育が遅い林分の占める割合は、全体の12％であ
る。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち50.7％の周辺に天竜川水系秋葉ダム、木曽川水系蜂屋
状況 ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち23.6％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 特になし。
の可能性

⑦ 代替案の実現可能 生育に問題がある林分について、分収造林契約に基づく契約相手方との協
性 議等を経て、施業方法を変更することは可能である。

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、造林地の生育状況、関連公共施設への効果等の公益性を
総合的に検討した結果、水源林としての機能を十分発揮していることから、
事業を継続することが適当と考える。
ただし、雪害等によって広葉樹化した一部の林分については、単層林施業

を止め侵入広葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更し、また、生育が遅い一
部の林分については、当分の間保育施業を見合わせることとする。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、広葉樹化した一部の林分については、単
事業の実施方針 層林施業を止め侵入広葉樹の育成に重点を置いた施業へ変更し、

また、生育が遅い一部の林分については、当分の間保育施業を見
合わせることが適当である。

・有効性：水源林としての機能を十分発揮していることから、事業の有効性
は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業内容を一部見直しのうえ、継続する。



整理番号 ４１

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ４２～Ｈ５９（最長８０年間）

事業実施地区名 名古屋支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和４２年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

事業の概要・目的 行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 37,575百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 10,173百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.69

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、約１万９千～２万２千ヘク
農山漁村の状況そ タールで推移しており、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 平均的な生育状況は、スギ30年生で樹高15.1ｍ、胸高直径20.3㎝、１ha当
たり材積243ｍ となっている。３

広葉樹化した林分及び生育が遅い林分の占める割合は、全体の15％であ
る。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち69.0％の周辺に天竜川水系秋葉ダム、木曽川水系蜂屋
状況 ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち13.6％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 特になし。
の可能性

⑦ 代替案の実現可能 生育に問題がある林分について、分収造林契約に基づく契約相手方との協
性 議等を経て、施業方法を変更することは可能である。

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、造林地の生育状況、関連公共施設への効果等の公益性を
総合的に検討した結果、水源林としての機能を十分発揮していることから、
事業を継続することが適当と考える。
ただし、雪害等によって広葉樹化した一部の林分については、単層林施業

を止め侵入広葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更し、また、生育が遅い一
部の林分については、当分の間保育施業を見合わせることとする。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、広葉樹化した一部の林分については、単
事業の実施方針 層林施業を止め侵入広葉樹の育成に重点を置いた施業へ変更し、

また、生育が遅い一部の林分については、当分の間保育施業を見
合わせることが適当である。

・有効性：水源林としての機能を十分発揮していることから、事業の有効性
は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業内容を一部見直しのうえ、継続する。



整理番号 ４２

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ４７～Ｈ６４（最長８０年間）

事業実施地区名 名古屋支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和４７年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 30,187百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 7,766百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.89

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、約９千～１万２千ヘクター
農山漁村の状況そ ルで推移しており、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 平均的な生育状況は、スギ25年生で樹高9.0ｍ、胸高直径13.2㎝、１ha当た
り材積123ｍ となっている。３

広葉樹化した林分及び生育が遅い林分の占める割合は、全体の12％であ
る。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち76.5％の周辺に天竜川水系秋葉ダム、木曽川水系蜂屋
状況 ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち13.8％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 植栽木の生育に問題がある林分については、早期に林分の状況把握に努
の可能性 め、雪害による根曲がり・倒伏などの不良木を除伐により除去することで間

伐の省力化を図り、コストの縮減を図ることができる。

⑦ 代替案の実現可能 生育に問題がある林分について、分収造林契約に基づく契約相手方との協
性 議等を経て、施業方法を変更することは可能である。

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、造林地の生育状況、関連公共施設への効果等の公益性を
総合的に検討した結果、水源林としての機能を十分発揮していることから、
事業を継続することが適当と考える。
ただし、雪害等によって広葉樹化した一部の林分については、単層林施業

を止め侵入広葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更し、また、生育が遅い一
部の林分については、当分の間保育施業を見合わせることとする。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、広葉樹化した一部の林分については、単
事業の実施方針 層林施業を止め侵入広葉樹の育成に重点を置いた施業へ変更し、

また、生育が遅い一部の林分については、当分の間保育施業を見
合わせることが適当である。

・有効性：水源林としての機能を十分発揮していることから、事業の有効性
は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業内容を一部見直しのうえ、継続する。



整理番号 ４３

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ５２～Ｈ４９（最長６０年間）

事業実施地区名 名古屋支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和５２年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

事業の概要・目的 行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 27,731百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 6,732百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.12

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、約１万１千～１万３千ヘク
農山漁村の状況そ タールで推移しており、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 平均的な生育状況は、スギ20年生で樹高10.0ｍ、胸高直径12.4㎝、１ha当
たり材積133ｍ となっている。３

広葉樹化した林分及び生育が遅い林分の占める割合は、全体の12％であ
る。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち39.2％の周辺に天竜川水系秋葉ダム等が設置されてい
状況 る。

当該契約面積のうち8.9％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 植栽木の生育に問題がある林分については、早期に林分の状況把握に努
の可能性 め、雪害による根曲がり・倒伏などの不良木を除伐により除去することで間

伐の省力化を図り、コストの縮減を図ることができる。

⑦ 代替案の実現可能 生育に問題がある林分について、分収造林契約に基づく契約相手方との協
性 議等を経て、施業方法を変更することは可能である。

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、造林地の生育状況、関連公共施設への効果等の公益性を
総合的に検討した結果、水源林としての機能を十分発揮していることから、
事業を継続することが適当と考える。
ただし、雪害等によって広葉樹化した一部の林分については、単層林施業

を止め侵入広葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更し、また、生育が遅い一
部の林分については、当分の間保育施業を見合わせることとする。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、広葉樹化した一部の林分については、単
事業の実施方針 層林施業を止め侵入広葉樹の育成に重点を置いた施業へ変更し、

また、生育が遅い一部の林分については、当分の間保育施業を見
合わせることが適当である。

・有効性：水源林としての機能を十分発揮していることから、事業の有効性
は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業内容を一部見直しのうえ、継続する。



整理番号 ４４

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ５７～Ｈ５４（最長６０年間）

事業実施地区名 名古屋支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和５７年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 19,153百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 4,136百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.63

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、約１万１千haで推移してお
農山漁村の状況そ り、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 具体的な保育実施状況は、下刈の平均実施回数が7.6回、除伐の平均実施回
数が1.1回となっており、スギ・ヒノキを対象に実施している枝打はその58％
において実施している。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち25.4％の周辺に天竜川水系秋葉ダム等が設置されてい
状況 る。

当該契約面積のうち18.5％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 今後の枝打に当たっては生育及び搬出条件の良好な箇所を厳選し、実施対
の可能性 象本数の減少に努めコスト縮減を図る。

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、植栽・保育の実施状況、関連公共施設への効果等の公益
性を総合的に検討した結果、事業を継続することが適当と考える。
ただし、生育が遅い林分及び広葉樹化しつつある林分の有無及びその生育

状況を適切に把握し、除伐時に広葉樹を保残するなどにより雪害にも強い針
広混交林等への誘導等の施業を実施する。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、生育が遅い林分や広葉樹化しつつある林
事業の実施方針 分の有無及びその生育状況を的確に把握し、除伐時に広葉樹を保

残するなどにより雪害にも強い針広混交林等への誘導等の施業を
実施するとともに、枝打については生育状況の良い区域へ施業を
重点化する等によりコスト縮減を図ることが適当である。

・有効性：概ね適切な保育が実施されている生育途中の林分であることか
ら、事業の有効性は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ４５

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ６２～Ｈ５９（最長６０年間）

事業実施地区名 名古屋支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和６２年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 27,362百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 6,311百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.34

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、約１万５千～１万７千haで
農山漁村の状況そ 推移しており、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 具体的な保育実施状況は、下刈の平均実施回数が6.8回、除伐の平均実施回
数が0.8回となっており、スギ・ヒノキを対象に実施している枝打はその22％
において実施している。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち27.6％の周辺に天竜川水系秋葉ダム、木曽川水系蜂屋
状況 ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち21.0％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 今後の枝打に当たっては生育及び搬出条件の良好な箇所を厳選し、実施対
の可能性 象本数の減少に努めコスト縮減を図る。

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、植栽・保育の実施状況、関連公共施設への効果等の公益
性を総合的に検討した結果、事業を継続することが適当と考える。
ただし、生育が遅い林分及び広葉樹化しつつある林分の有無及びその生育

状況を適切に把握し、除伐時に広葉樹を保残するなどにより雪害にも強い針
広混交林等への誘導等の施業を実施する。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、生育が遅い林分や広葉樹化しつつある林
事業の実施方針 分の有無及びその生育状況を的確に把握し、除伐時に広葉樹を保

残するなどにより雪害にも強い針広混交林等への誘導等の施業を
実施するとともに、枝打については生育状況の良い区域へ施業を
重点化する等によりコスト縮減を図ることが適当である。

・有効性：概ね適切な保育が実施されている生育途中の林分であることか
ら、事業の有効性は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ４６

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｈ４～Ｈ８４（最長８０年間）

事業実施地区名 名古屋支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 平成４年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 10,494百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 2,433百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.31

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、約６千haで推移しており、
農山漁村の状況そ 森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 具体的な保育実施状況は、下刈の平均実施回数が6.5回となっている。除伐
・枝打は、実施対象林齢に達していないことから未実施である。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち29.8％の周辺に天竜川水系秋葉ダム、木曽川水系蜂屋
状況 ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち3.0％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契地元（受益者、地方公共団体等）
約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。の意向

⑥ 事業コスト縮減等 除伐の実施に当たっては、適期実施に努めると共に、広葉樹等は極力保残
の可能性 するなど、針広混交林等の造成を目指すことにより事業コストの縮減を図

る。枝打に当たっては生育及び搬出条件の良好な箇所を厳選し、実施対象本
数の減少に努めコスト縮減を図る。

⑦ 該当なし。代替案の実現可能性

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、植栽・保育の実施状況、関連公共施設への効果等の公益
性を総合的に検討した結果、事業を継続することが適当と考える。
ただし、今後の施業の実施に当たっては、生育状況の適切な把握に努め、

雪害等の被害により植栽木の良好な成長が見込めないと判断された場合に
は、除伐時に広葉樹を保残するなどにより針広混交林等への誘導等の施業を
実施する。

・必要性：山村における森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事
業の必要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、今後の施業の実施に当たっては、生育状
事業の実施方針 況の適切な把握に努め、雪害等の被害により植栽木の良好な成長

が見込めないと判断された場合には、除伐時に広葉樹を保残する
などにより針広混交林等への誘導等の施業を実施することが適当
である。

・有効性：概ね適切な保育が実施されている生育途中の林分であることか
ら、事業の有効性は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ４７

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｈ９～Ｈ９９（最長９０年間）

事業実施地区名 名古屋支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 平成９年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 9,040百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 2,263百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.99

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、約６千haで推移しており、
農山漁村の状況そ 森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 具体的な保育実施状況は、現在、下刈を毎年度実施中である。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち66.2％の周辺に天竜川水系秋葉ダム、木曽川水系蜂屋
状況 ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち14.2％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契地元（受益者、地方公共団体等）
約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。の意向

⑥ 事業コスト縮減等 除伐の実施に当たっては、適期実施に努めると共に、広葉樹等は極力保残
の可能性 するなど、針広混交林等の造成を目指すことにより事業コストの縮減を図

る。枝打に当たっては生育及び搬出条件の良好な箇所を厳選し、実施対象本
数の減少に努めコスト縮減を図る。

⑦ 該当なし。代替案の実現可能性

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、植栽・保育の実施状況、関連公共施設への効果等の公益
性を総合的に検討した結果、事業を継続することが適当と考える。
ただし、今後の施業の実施に当たっては、生育状況の適切な把握に努め、

雪害等の被害により植栽木の良好な成長が見込めないと判断された場合に
は、除伐時に広葉樹を保残するなどにより針広混交林等への誘導等の施業を
実施する。

・必要性：山村における森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事
業の必要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、今後の施業の実施に当たっては、生育状
事業の実施方針 況の適切な把握に努め、雪害等の被害により植栽木の良好な成長

が見込めないと判断された場合には、除伐時に広葉樹を保残する
などにより針広混交林等への誘導等の施業を実施することが適当
である。

・有効性：概ね適切な保育が実施されている生育途中の林分であることか
ら、事業の有効性は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ４８

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ３７～Ｈ６９（最長９５年間）

事業実施地区名 大阪支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和３７年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

事業の概要・目的 行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 51,898百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 18,518百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.80

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林の未立木地の面積は、昭和55年から平成12年にかけて
農山漁村の状況そ 減少したものの、現在昭和45年当時の約1.4倍の水準にあり、森林造成が引き
の他の社会経済情 続き必要である。
勢の変化 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また

担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ
れる。

③ 事業の進捗状況 平均的な生育状況は、スギ35年生で樹高15.3ｍ、胸高直径20.8㎝、１ha当
たり材積326ｍ となっている。３

広葉樹化した林分及び生育が遅い林分の占める割合は、全体の10％であ
る。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち54.8％の周辺に淀川水系高山ダム、新宮川水系猿谷ダ
状況 ム等のダムが設置されている。

当該契約面積のうち10.8％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 特になし。
の可能性

⑦ 代替案の実現可能 生育に問題がある林分について、分収造林契約に基づく契約相手方との協
性 議等を経て、施業方法を変更することは可能である。

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、造林地の生育状況、関連公共施設への効果等の公益性を
総合的に検討した結果、水源林としての機能を十分発揮していることから、
事業を継続することが適当と考える。
ただし、雪害等によって広葉樹化した一部の林分については、単層林施業

を止め侵入広葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更し、また、生育が遅い一
部の林分については、当分の間保育施業を見合わせることとする。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、広葉樹化した一部の林分については、単
事業の実施方針 層林施業を止め侵入広葉樹の育成に重点を置いた施業へ変更し、

また、生育が遅い一部の林分については、当分の間保育施業を見
合わせることが適当である。

・有効性：水源林としての機能を十分発揮していることから、事業の有効性
は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業内容を一部見直しのうえ、継続する。



整理番号 ４９

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ４２～Ｈ５９（最長８０年間）

事業実施地区名 大阪支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和４２年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

事業の概要・目的 行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 28,078百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 8,513百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.30

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、平成2～12年にかけて減少し
農山漁村の状況そ たものの、現在昭和45年当時の約1.6倍に当たる約９千ヘクタールあり、森林
の他の社会経済情 造成が引き続き必要である。
勢の変化 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また

担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ
れる。

③ 事業の進捗状況 平均的な生育状況は、スギ30年生で樹高15.9ｍ、胸高直径20.0㎝、１ha当
たり材積233ｍ となっている。３

広葉樹化した林分及び生育が遅い林分の占める割合は、全体の15％であ
る。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち60.6％の周辺に九頭竜川水系九頭竜ダム、新宮川水系
状況 猿谷ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち8.1％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 特になし。
の可能性

⑦ 代替案の実現可能 生育に問題がある林分について、分収造林契約に基づく契約相手方との協
性 議等を経て、施業方法を変更することは可能である。

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、造林地の生育状況、関連公共施設への効果等の公益性を
総合的に検討した結果、水源林としての機能を十分発揮していることから、
事業を継続することが適当と考える。
ただし、雪害等によって広葉樹化した一部の林分については、単層林施業

を止め侵入広葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更し、また、生育が遅い一
部の林分については、当分の間保育施業を見合わせることとする。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、広葉樹化した一部の林分については、単
事業の実施方針 層林施業を止め侵入広葉樹の育成に重点を置いた施業へ変更し、

また、生育が遅い一部の林分については、当分の間保育施業を見
合わせることが適当である。

・有効性：水源林としての機能を十分発揮していることから、事業の有効性
は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業内容を一部見直しのうえ、継続する。



整理番号 ５０

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ４７～Ｈ７４（最長９０年間）

事業実施地区名 大阪支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和４７年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 34,096百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 10,045百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.39

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、増加傾向にあり、森林造成
農山漁村の状況そ が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 平均的な生育状況は、スギ25年生で樹高8.7ｍ、胸高直径15.1㎝、１ha当た
り材積107ｍ となっている。３

広葉樹化した林分及び生育が遅い林分の占める割合は、全体の8％である。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち40.8％の周辺に九頭竜川水系九頭竜ダム、新宮川水系
状況 猿谷ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち17.8％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 植栽木の生育に問題がある林分については、早期に林分の状況把握に努
の可能性 め、雪害による根曲がり・倒伏などの不良木を除伐により除去することで間

伐の省力化を図り、コストの縮減を図ることができる。

⑦ 代替案の実現可能 生育に問題がある林分について、分収造林契約に基づく契約相手方との協
性 議等を経て、施業方法を変更することは可能である。

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、造林地の生育状況、関連公共施設への効果等の公益性を
総合的に検討した結果、水源林としての機能を十分発揮していることから、
事業を継続することが適当と考える。
ただし、雪害等によって広葉樹化した一部の林分については、単層林施業

を止め侵入広葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更し、また、生育が遅い一
部の林分については、当分の間保育施業を見合わせることとする。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、広葉樹化した一部の林分については、単
事業の実施方針 層林施業を止め侵入広葉樹の育成に重点を置いた施業へ変更し、

また、生育が遅い一部の林分については、当分の間保育施業を見
合わせることが適当である。

・有効性：水源林としての機能を十分発揮していることから、事業の有効性
は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業内容を一部見直しのうえ、継続する。



整理番号 ５１

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ５２～Ｈ５９（最長７０年間）

事業実施地区名 大阪支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和５２年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

事業の概要・目的 行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 14,834百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 4,115百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.60

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、平成2年～12年にかけて減少
農山漁村の状況そ したものの、現在昭和45年当時の約1.8倍に当たる約８千ヘクタールあり、森
の他の社会経済情 林造成が引き続き必要である。
勢の変化 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また

担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ
れる。

③ 事業の進捗状況 平均的な生育状況は、スギ20年生で樹高9.7ｍ、胸高直径15.0㎝、１ha当た
り材積154ｍ となっている。３

広葉樹化した林分及び生育が遅い林分の占める割合は、全体の3％である。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち37.8％の周辺に市川水系黒川ダム、新宮川水系猿谷ダ
状況 ム等のダムが設置されている。

当該契約面積のうち16.2％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 植栽木の生育に問題がある林分については、早期に林分の状況把握に努
の可能性 め、雪害による根曲がり・倒伏などの不良木を除伐により除去することで間

伐の省力化を図り、コストの縮減を図ることができる。

⑦ 代替案の実現可能 生育に問題がある林分について、分収造林契約に基づく契約相手方との協
性 議等を経て、施業方法を変更することは可能である。

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、造林地の生育状況、関連公共施設への効果等の公益性を
総合的に検討した結果、水源林としての機能を十分発揮していることから、
事業を継続することが適当と考える。
ただし、雪害等によって広葉樹化した一部の林分については、単層林施業

を止め侵入広葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更し、また、生育が遅い一
部の林分については、当分の間保育施業を見合わせることとする。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、広葉樹化した一部の林分については、単
事業の実施方針 層林施業を止め侵入広葉樹の育成に重点を置いた施業へ変更し、

また、生育が遅い一部の林分については、当分の間保育施業を見
合わせることが適当である。

・有効性：水源林としての機能を十分発揮していることから、事業の有効性
は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業内容を一部見直しのうえ、継続する。



整理番号 ５２

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ５７～Ｈ７４（最長８０年間）

事業実施地区名 大阪支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和５７年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 22,830百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 5,568百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.02

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、約１万haで推移しており、
農山漁村の状況そ 森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 具体的な保育実施状況は、下刈の平均実施回数が7.3回、除伐の平均実施回
数が1.0回となっており、スギ・ヒノキを対象に実施している枝打はその41％
において実施している。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち27.4％の周辺に天竜川水系九頭竜ダム、新宮川水系猿
状況 谷ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち25.5％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 今後の枝打に当たっては生育及び搬出条件の良好な箇所を厳選し、実施対
の可能性 象本数の減少に努めコスト縮減を図る。

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、植栽・保育の実施状況、関連公共施設への効果等の公益
性を総合的に検討した結果、事業を継続することが適当と考える。
ただし、生育が遅い林分及び広葉樹化しつつある林分の有無及びその生育

状況を適切に把握し、除伐時に広葉樹を保残するなどにより雪害にも強い針
広混交林等への誘導等の施業を実施する。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、生育が遅い林分や広葉樹化しつつある林
事業の実施方針 分の有無及びその生育状況を的確に把握し、除伐時に広葉樹を保

残するなどにより雪害にも強い針広混交林等への誘導等の施業を
実施するとともに、枝打については生育状況の良い区域へ施業を
重点化する等によりコスト縮減を図ることが適当である。

・有効性：概ね適切な保育が実施されている生育途中の林分であることか
ら、事業の有効性は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ５３

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ６２～Ｈ７９（最長８０年間）

事業実施地区名 大阪支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和６２年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 15,556百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 4,025百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.86

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、約１万１千～１万２千haで
農山漁村の状況そ 推移しており、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 具体的な保育実施状況は、下刈の平均実施回数が6.6回、除伐の平均実施回
数が0.8回となっており、スギ・ヒノキを対象に実施している枝打は、その15
％において実施している。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち33.2％の周辺に淀川水系室生ダム、天竜川水系九頭竜
状況 ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち14.4％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 今後の枝打に当たっては生育及び搬出条件の良好な箇所を厳選し、実施対
の可能性 象本数の減少に努めコスト縮減を図る。

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、植栽・保育の実施状況、関連公共施設への効果等の公益
性を総合的に検討した結果、事業を継続することが適当と考える。
ただし、生育が遅い林分及び広葉樹化しつつある林分の有無及びその生育

状況を適切に把握し、除伐時に広葉樹を保残するなどにより雪害にも強い針
広混交林等への誘導等の施業を実施する。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、生育が遅い林分や広葉樹化しつつある林
事業の実施方針 分の有無及びその生育状況を的確に把握し、除伐時に広葉樹を保

残するなどにより雪害にも強い針広混交林等への誘導等の施業を
実施するとともに、枝打については生育状況の良い区域へ施業を
重点化する等によりコスト縮減を図ることが適当である。

・有効性：概ね適切な保育が実施されている生育途中の林分であることか
ら、事業の有効性は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ５４

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｈ４～Ｈ８４（最長８０年間）

事業実施地区名 大阪支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 平成４年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 11,984百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 3,272百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.66

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、約８千～１万haで推移して
農山漁村の状況そ おり、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 具体的な保育実施状況は、下刈の平均実施回数が6.8回となっている。除伐
・枝打は実施対象林齢に達していないことから未実施である。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち29.4％の周辺に淀川水系室生ダム、新宮川水系猿谷ダ
状況 ム等が設置されている。

当該契約面積のうち9.5％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契地元（受益者、地方公共団体等）
約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。の意向

⑥ 事業コスト縮減等 除伐の実施に当たっては、適期実施に努めると共に、広葉樹等は極力保残
の可能性 するなど、針広混交林等の造成を目指すことにより事業コストの縮減を図

る。枝打に当たっては生育及び搬出条件の良好な箇所を厳選し、実施対象本
数の減少に努めコスト縮減を図る。

⑦ 該当なし。代替案の実現可能性

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、植栽・保育の実施状況、関連公共施設への効果等の公益
性を総合的に検討した結果、事業を継続することが適当と考える。
ただし、今後の施業の実施に当たっては、生育状況の適切な把握に努め、

雪害等の被害により植栽木の良好な成長が見込めないと判断された場合に
は、除伐時に広葉樹を保残するなどにより針広混交林等への誘導等の施業を
実施する。

・必要性：山村における森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事
業の必要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、今後の施業の実施に当たっては、生育状
事業の実施方針 況の適切な把握に努め、雪害等の被害により植栽木の良好な成長

が見込めないと判断された場合には、除伐時に広葉樹を保残する
などにより針広混交林等への誘導等の施業を実施することが適当
である。

・有効性：概ね適切な保育が実施されている生育途中の林分であることか
ら、事業の有効性は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ５５

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｈ９～Ｈ９９（最長９０年間）

事業実施地区名 大阪支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 平成９年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 10,415百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 3,273百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.18

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、減少傾向にあるものの、現
農山漁村の状況そ 在なお約7千haあり、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 具体的な保育実施状況は、現在、下刈を毎年度実施中である。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち40.2％の周辺に新宮川水系猿谷ダム等が設置されてい
状況 る。

当該契約面積のうち35.8％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契地元（受益者、地方公共団体等）
約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。の意向

⑥ 事業コスト縮減等 除伐の実施に当たっては、適期実施に努めると共に、広葉樹等は極力保残
の可能性 するなど、針広混交林等の造成を目指すことにより事業コストの縮減を図

る。枝打に当たっては生育及び搬出条件の良好な箇所を厳選し、実施対象本
数の減少に努めコスト縮減を図る。

⑦ 該当なし。代替案の実現可能性

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、植栽・保育の実施状況、関連公共施設への効果等の公益
性を総合的に検討した結果、事業を継続することが適当と考える。
ただし、今後の施業の実施に当たっては、生育状況の適切な把握に努め、

雪害等の被害により植栽木の良好な成長が見込めないと判断された場合に
は、除伐時に広葉樹を保残するなどにより針広混交林等への誘導等の施業を
実施する。

・必要性：山村における森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事
業の必要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、今後の施業の実施に当たっては、生育状
事業の実施方針 況の適切な把握に努め、雪害等の被害により植栽木の良好な成長

が見込めないと判断された場合には、除伐時に広葉樹を保残する
などにより針広混交林等への誘導等の施業を実施することが適当
である。

・有効性：概ね適切な保育が実施されている生育途中の林分であることか
ら、事業の有効性は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ５６

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ３７～Ｈ６９（最長９５年間）

事業実施地区名 岡山支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和３７年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

事業の概要・目的 行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 86,326百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 28,948百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.98

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、減少傾向にあるものの、現
農山漁村の状況そ 在なお約１万１千ヘクタールあり、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 平均的な生育状況は、スギ35年生で樹高16.0ｍ、胸高直径22.1㎝、１ha当
たり材積372ｍ となっている。３

広葉樹化した林分及び生育が遅い林分の占める割合は、全体の8％である。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち32.6％の周辺に斐伊川水系布部ダム、仁淀川水系大渡
状況 ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち36.7％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 特になし。
の可能性

⑦ 代替案の実現可能 生育に問題がある林分について、分収造林契約に基づく契約相手方との協
性 議等を経て、施業方法を変更することは可能である。

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、造林地の生育状況、関連公共施設への効果等の公益性を
総合的に検討した結果、水源林としての機能を十分発揮していることから、
事業を継続することが適当と考える。
ただし、雪害等によって広葉樹化した一部の林分については、単層林施業

を止め侵入広葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更し、また、生育が遅い一
部の林分については、当分の間保育施業を見合わせることとする。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、広葉樹化した一部の林分については、単
事業の実施方針 層林施業を止め侵入広葉樹の育成に重点を置いた施業へ変更し、

また、生育が遅い一部の林分については、当分の間保育施業を見
合わせることが適当である。

・有効性：水源林としての機能を十分発揮していることから、事業の有効性
は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業内容を一部見直しのうえ、継続する。



整理番号 ５７

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ４２～Ｈ５９（最長８０年間）

事業実施地区名 岡山支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和４２年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

事業の概要・目的 行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 45,064百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 13,126百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.43

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、減少傾向にあるものの、現
農山漁村の状況そ 在なお約９千ヘクタールあり、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 平均的な生育状況は、スギ30年生で樹高15.6ｍ、胸高直径22.7㎝、１ha当
たり材積363ｍ となっている。３

広葉樹化した林分及び生育が遅い林分の占める割合は、全体の3％とわずか
である。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち27.6％の周辺に那賀川水系早明浦ダム、斐伊川水系布
状況 部ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち31.5％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 特になし。
の可能性

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

第三者委員会の意見 生育に問題がある林分はわずかにあるものの、森林・林業情勢、造林地の
成育状況、関連公共施設への効果等の公益性を総合的に検討した結果、水源
林としての機能を十分発揮していることから、事業を継続することが適当と
考える。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、今後の施業の実施に当たっては、適期作
事業の実施方針 業を実施することが適当である。

・有効性：水源林としての機能を十分発揮していることから、事業の有効性
は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ５８

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ４７～Ｈ６４（最長８０年間）

事業実施地区名 岡山支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和４７年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 90,900百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 24,486百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.71

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、減少傾向にあるものの、現
農山漁村の状況そ 在なお約１万３千ヘクタールあり、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 平均的な生育状況は、スギ25年生で樹高13.6ｍ、胸高直径18.7㎝、１ha当
たり材積261ｍ となっている。３

広葉樹化した林分及び生育が遅い林分の占める割合は、全体の3％とわずか
である。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち31.5％の周辺に斐伊川水系布部ダム、那賀川水系池田
状況 ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち30.4％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 植栽木の生育に問題がある林分については、早期に林分の状況把握に努
の可能性 め、雪害による根曲がり・倒伏などの不良木を除伐により除去することで間

伐の省力化を図り、コストの縮減を図ることができる。

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

第三者委員会の意見 生育に問題がある林分はわずかにあるものの、森林・林業情勢、造林地の
成育状況、関連公共施設への効果等の公益性を総合的に検討した結果、水源
林としての機能を十分発揮していることから、事業を継続することが適当と
考える。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、今後の施業の実施に当たっては、適期作
事業の実施方針 業を実施することが適当である。

・有効性：水源林としての機能を十分発揮していることから、事業の有効性
は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ５９

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ５２～Ｈ６９（最長８０年間）

事業実施地区名 岡山支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和５２年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

事業の概要・目的 行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 34,858百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 9,095百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.83

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、約８千～９千ヘクタールで
農山漁村の状況そ 推移しており、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 平均的な生育状況は、スギ20年生で樹高9.8ｍ、胸高直径15.1㎝、１ha当た
り材積142ｍ となっている。３

広葉樹化した林分及び生育が遅い林分の占める割合は、全体の2％とわずか
である。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち27.7％の周辺に斐伊川水系布部ダム等が設置されてい
状況 る。

当該契約面積のうち31.6％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 植栽木の生育に問題がある林分については、早期に林分の状況把握に努
の可能性 め、雪害による根曲がり・倒伏などの不良木を除伐により除去することで間

伐の省力化を図り、コストの縮減を図ることができる。

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

第三者委員会の意見 生育に問題がある林分はわずかにあるものの、森林・林業情勢、造林地の
成育状況、関連公共施設への効果等の公益性を総合的に検討した結果、水源
林としての機能を十分発揮していることから、事業を継続することが適当と
考える。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、今後の施業の実施に当たっては、適期作
事業の実施方針 業を実施することが適当である。

・有効性：水源林としての機能を十分発揮していることから、事業の有効性
は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ６０

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ５７～Ｈ７４（最長８０年間）

事業実施地区名 岡山支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和５７年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 21,514百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 5,065百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.25

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、減少傾向にあるものの、現
農山漁村の状況そ 在なお約５千haあり、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 具体的な保育実施状況は、下刈の平均実施回数が7.4回、除伐の平均実施回
数が1.1回となっており、スギ・ヒノキを対象に実施している枝打はその44％
において実施している。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち30.4％の周辺に那賀川水系池田ダム等が設置されてい
状況 る。

当該契約面積のうち19.6％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 今後の枝打に当たっては生育及び搬出条件の良好な箇所を厳選し、実施対
の可能性 象本数の減少に努めコスト縮減を図る。

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、植栽・保育の実施状況、関連公共施設への効果等の公益
性を総合的に検討した結果、事業を継続することが適当と考える。
ただし、生育が遅い林分及び広葉樹化しつつある林分の有無及びその生育

状況を適切に把握し、除伐時に広葉樹を保残するなどにより雪害にも強い針
広混交林等への誘導等の施業を実施する。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、生育が遅い林分や広葉樹化しつつある林
事業の実施方針 分の有無及びその生育状況を的確に把握し、除伐時に広葉樹を保

残するなどにより雪害にも強い針広混交林等への誘導等の施業を
実施するとともに、枝打については生育状況の良い区域へ施業を
重点化する等によりコスト縮減を図ることが適当である。

・有効性：概ね適切な保育が実施されている生育途中の林分であることか
ら、事業の有効性は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ６１

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ６２～Ｈ７９（最長８０年間）

事業実施地区名 岡山支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和６２年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 22,055百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 5,864百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.76

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、約７千～９千ヘクタールで
農山漁村の状況そ 推移しており、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 具体的な保育実施状況は、下刈の平均実施回数が7.3回、除伐の平均実施回
数が1.1回となっており、スギ・ヒノキを対象に実施している枝打はその35％
において実施している。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち21.3％の周辺に斐伊川水系布部ダム等が設置されてい
状況 る。

当該契約面積のうち19.2％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 今後の枝打に当たっては生育及び搬出条件の良好な箇所を厳選し、実施対
の可能性 象本数の減少に努めコスト縮減を図る。

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、植栽・保育の実施状況、関連公共施設への効果等の公益
性を総合的に検討した結果、事業を継続することが適当と考える。
ただし、生育が遅い林分及び広葉樹化しつつある林分の有無及びその生育

状況を適切に把握し、除伐時に広葉樹を保残するなどにより雪害にも強い針
広混交林等への誘導等の施業を実施する。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、生育が遅い林分や広葉樹化しつつある林
事業の実施方針 分の有無及びその生育状況を的確に把握し、除伐時に広葉樹を保

残するなどにより雪害にも強い針広混交林等への誘導等の施業を
実施するとともに、枝打については生育状況の良い区域へ施業を
重点化する等によりコスト縮減を図ることが適当である。

・有効性：概ね適切な保育が実施されている生育途中の林分であることか
ら、事業の有効性は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ６２

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｈ４～Ｈ９９（最長９５年間）

事業実施地区名 岡山支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 平成４年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 25,263百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 6,331百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.99

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、約１万１千haで推移してお
農山漁村の状況そ り、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 具体的な保育実施状況は、下刈の平均実施回数が7.0回となっている。除伐
・枝打は、実施対象林齢に達していないことから未実施である。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち47.7％の周辺に江の川水系八戸ダム等が設置されてい
状況 る。

当該契約面積のうち21.3％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契地元（受益者、地方公共団体等）
約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。の意向

⑥ 事業コスト縮減等 除伐の実施に当たっては、適期実施に努めると共に、広葉樹等は極力保残
の可能性 するなど、針広混交林等の造成を目指すことにより事業コストの縮減を図

る。枝打に当たっては生育及び搬出条件の良好な箇所を厳選し、実施対象本
数の減少に努めコスト縮減を図る。

⑦ 該当なし。代替案の実現可能性

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、植栽・保育の実施状況、関連公共施設への効果等の公益
性を総合的に検討した結果、事業を継続することが適当と考える。
ただし、今後の施業の実施に当たっては、生育状況の適切な把握に努め、

雪害等の被害により植栽木の良好な成長が見込めないと判断された場合に
は、除伐時に広葉樹を保残するなどにより針広混交林等への誘導等の施業を
実施する。

・必要性：山村における森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事
業の必要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、今後の施業の実施に当たっては、生育状
事業の実施方針 況の適切な把握に努め、雪害等の被害により植栽木の良好な成長

が見込めないと判断された場合には、除伐時に広葉樹を保残する
などにより針広混交林等への誘導等の施業を実施することが適当
である。

・有効性：概ね適切な保育が実施されている生育途中の林分であることか
ら、事業の有効性は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ６３

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｈ９～Ｈ９９（最長９０年間）

事業実施地区名 岡山支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 平成９年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 25,013百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 7,094百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.53

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、約１万３千～１万４千ヘク
農山漁村の状況そ タールで推移しており、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 具体的な保育実施状況は、現在、下刈を毎年度実施中である。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち37.0％の周辺に那賀川水系早明浦ダム、斐伊川水系布
状況 部ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち43.0％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契地元（受益者、地方公共団体等）
約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。の意向

⑥ 事業コスト縮減等 除伐の実施に当たっては、適期実施に努めると共に、広葉樹等は極力保残
の可能性 するなど、針広混交林等の造成を目指すことにより事業コストの縮減を図

る。枝打に当たっては生育及び搬出条件の良好な箇所を厳選し、実施対象本
数の減少に努めコスト縮減を図る。

⑦ 該当なし。代替案の実現可能性

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、植栽・保育の実施状況、関連公共施設への効果等の公益
性を総合的に検討した結果、事業を継続することが適当と考える。
ただし、今後の施業の実施に当たっては、生育状況の適切な把握に努め、

雪害等の被害により植栽木の良好な成長が見込めないと判断された場合に
は、除伐時に広葉樹を保残するなどにより針広混交林等への誘導等の施業を
実施する。

・必要性：山村における森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事
業の必要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、今後の施業の実施に当たっては、生育状
事業の実施方針 況の適切な把握に努め、雪害等の被害により植栽木の良好な成長

が見込めないと判断された場合には、除伐時に広葉樹を保残する
などにより針広混交林等への誘導等の施業を実施することが適当
である。

・有効性：概ね適切な保育が実施されている生育途中の林分であることか
ら、事業の有効性は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ６４

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ３７～Ｈ６９（最長９５年間）

事業実施地区名 福岡支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和３７年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

事業の概要・目的 行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 78,116百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 24,707百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.16

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、減少傾向にあるものの、現
農山漁村の状況そ 在なお約１万５千ヘクタールあり、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 平均的な生育状況は、スギ35年生で樹高14.9ｍ、胸高直径20.9㎝、１ha当
たり材積353ｍ となっている。３

広葉樹化した林分及び生育が遅い林分の占める割合は、全体の6％である。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち43.9％の周辺に緑川水系緑川ダム、番匠川水系大中尾
状況 ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち10.3％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 特になし。
の可能性

⑦ 代替案の実現可能 生育に問題がある林分について、分収造林契約に基づく契約相手方との協
性 議等を経て、施業方法を変更することは可能である。

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、造林地の生育状況、関連公共施設への効果等の公益性を
総合的に検討した結果、水源林としての機能を十分発揮していることから、
事業を継続することが適当と考える。
ただし、干害等によって広葉樹化した一部の林分については、単層林施業

を止め侵入広葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更し、また、生育が遅い一
部の林分については、当分の間保育施業を見合わせることとする。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、広葉樹化した一部の林分については、単
事業の実施方針 層林施業を止め侵入広葉樹の育成に重点を置いた施業へ変更し、

また、生育が遅い一部の林分については、当分の間保育施業を見
合わせることが適当である。

・有効性：水源林としての機能を十分発揮していることから、事業の有効性
は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業内容を一部見直しのうえ、継続する。



整理番号 ６５

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ４２～Ｈ５９（最長８０年間）

事業実施地区名 福岡支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和４２年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

事業の概要・目的 行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 28,595百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 8,177百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.50

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、減少傾向にあるものの、現
農山漁村の状況そ 在なお約７千ヘクタールあり、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 平均的な生育状況は、スギ30年生で樹高11.2ｍ、胸高直径18.6㎝、１ha当
たり材積199ｍ となっている。３

広葉樹化した林分及び生育が遅い林分の占める割合は、全体の11％であ
る。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち50.3％の周辺に筑後川水系川内ダム、嘉瀬川水系北浦
状況 ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち10.4％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 特になし。
の可能性

⑦ 代替案の実現可能 生育に問題がある林分について、分収造林契約に基づく契約相手方との協
性 議等を経て、施業方法を変更することは可能である。

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、造林地の生育状況、関連公共施設への効果等の公益性を
総合的に検討した結果、水源林としての機能を十分発揮していることから、
事業を継続することが適当と考える。
ただし、干害等によって広葉樹化した一部の林分については、単層林施業

を止め侵入広葉樹の育成に重点をおいた施業へ変更し、また、生育が遅い一
部の林分については、当分の間保育施業を見合わせることとする。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、広葉樹化した一部の林分については、単
事業の実施方針 層林施業を止め侵入広葉樹の育成に重点を置いた施業へ変更し、

また、生育が遅い一部の林分については、当分の間保育施業を見
合わせることが適当である。

・有効性：水源林としての機能を十分発揮していることから、事業の有効性
は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業内容を一部見直しのうえ、継続する。



整理番号 ６６

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ４７～Ｈ６４（最長８０年間）

事業実施地区名 福岡支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和４７年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 41,078百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 10,630百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.86

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、減少傾向にあるものの、現
農山漁村の状況そ 在なお約１万４千ヘクタールあり、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、平成２年から平成１２
勢の変化 年にかけて減少したものの、現在昭和４５年当時の約1.5倍の水準にあり、ま

た担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧
される。

③ 事業の進捗状況 平均的な生育状況は、スギ25年生で樹高12.0ｍ、胸高直径16.4㎝、１ha当
たり材積271ｍ となっている。３

広葉樹化した林分及び生育が遅い林分の占める割合は、全体の4％とわずか
である。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち38.1％の周辺に白川水系深迫ダム、緑川水系緑川ダム
状況 等が設置されている。

当該契約面積のうち11.4％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 植栽木の生育に問題がある林分については、早期に林分の状況把握に努
の可能性 め、雪害による根曲がり・倒伏などの不良木を除伐により除去することで間

伐の省力化を図り、コストの縮減を図ることができる。

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

第三者委員会の意見 生育に問題がある林分はわずかにあるものの、森林・林業情勢、造林地の
成育状況、関連公共施設への効果等の公益性を総合的に検討した結果、水源
林としての機能を十分発揮していることから、事業を継続することが適当と
考える。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、今後の施業の実施に当たっては、適期作
事業の実施方針 業を実施することが適当である。

・有効性：水源林としての機能を十分発揮していることから、事業の有効性
は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ６７

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ５２～Ｈ６９（最長８０年間）

事業実施地区名 福岡支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和５２年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

事業の概要・目的 行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 11,764百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 2,703百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.35

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、減少傾向にあるものの、現
農山漁村の状況そ 在なお約５千ヘクタールあり、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 平均的な生育状況は、スギ20年生で樹高10.5ｍ、胸高直径15.4㎝、１ha当
たり材積206ｍ となっている。３

広葉樹化した林分及び生育が遅い林分の占める割合は、全体の3％とわずか
である。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち50.7％の周辺に白川水系深迫ダム等のダムが設置され
状況 ている。

当該契約面積のうち16.2％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 植栽木の生育に問題がある林分については、早期に林分の状況把握に努
の可能性 め、雪害による根曲がり・倒伏などの不良木を除伐により除去することで間

伐の省力化を図り、コストの縮減を図ることができる。

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

第三者委員会の意見 生育に問題がある林分はわずかにあるものの、森林・林業情勢、造林地の
成育状況、関連公共施設への効果等の公益性を総合的に検討した結果、水源
林としての機能を十分発揮していることから、事業を継続することが適当と
考える。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、今後の施業の実施に当たっては、適期作
事業の実施方針 業を実施することが適当である。

・有効性：水源林としての機能を十分発揮していることから、事業の有効性
は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ６８

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ５７～Ｈ７４（最長８０年間）

事業実施地区名 福岡支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和５７年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 12,332百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 2,675百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.61

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、減少傾向にあるものの、現
農山漁村の状況そ 在なお約９千ヘクタールあり、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 具体的な保育実施状況は、下刈の平均実施回数が9.7回、除伐の平均実施回
数が1.4回となっており、スギ・ヒノキを対象に実施している枝打はその104
％において実施している。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち26.5％の周辺に別府川水系住吉池ダム等が設置されて
状況 いる。

当該契約面積のうち15.6％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 今後の枝打に当たっては生育及び搬出条件の良好な箇所を厳選し、実施対
の可能性 象本数の減少に努めコスト縮減を図る。

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、植栽・保育の実施状況、関連公共施設への効果等の公益
性を総合的に検討した結果、事業を継続することが適当と考える。
ただし、生育が遅い林分及び広葉樹化しつつある林分の有無及びその生育

状況を適切に把握し、除伐時に広葉樹を保残するなどにより気象災害にも強
い針広混交林等への誘導等の施業を実施する。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、生育が遅い林分や広葉樹化しつつある林
事業の実施方針 分の有無及びその生育状況を的確に把握し、除伐時に広葉樹を保

残するなどにより雪害にも強い針広混交林等への誘導等の施業を
実施するとともに、枝打については生育状況の良い区域へ施業を
重点化する等によりコスト縮減を図ることが適当である。

・有効性：概ね適切な保育が実施されている生育途中の林分であることか
ら、事業の有効性は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ６９

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｓ６２～Ｈ７９（最長８０年間）

事業実施地区名 福岡支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 昭和６２年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 23,702百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 5,054百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.69

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、減少傾向にあるものの、現
農山漁村の状況そ 在なお約１万haあり、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 具体的な保育実施状況は、下刈の平均実施回数が10.9回、除伐の平均実施
回数が0.9回となっており、スギ・ヒノキを対象に実施している枝打はその32
％において実施している。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち26.6％の周辺に城井川水系小川ダム、佐井川水系甲池
状況 ダム等が設置されている。

当該契約面積のうち9.6％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 地元（受益者、地 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契
方公共団体等）の 約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。
意向

⑥ 事業コスト縮減等 今後の枝打に当たっては生育及び搬出条件の良好な箇所を厳選し、実施対
の可能性 象本数の減少に努めコスト縮減を図る。

⑦ 代替案の実現可能 該当なし。
性

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、植栽・保育の実施状況、関連公共施設への効果等の公益
性を総合的に検討した結果、事業を継続することが適当と考える。
ただし、生育が遅い林分及び広葉樹化しつつある林分の有無及びその生育

状況を適切に把握し、除伐時に広葉樹を保残するなどにより気象災害にも強
い針広混交林等への誘導等の施業を実施する。

・必要性：地域の森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事業の必
要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、生育が遅い林分や広葉樹化しつつある林
事業の実施方針 分の有無及びその生育状況を的確に把握し、除伐時に広葉樹を保

残するなどにより雪害にも強い針広混交林等への誘導等の施業を
実施するとともに、枝打については生育状況の良い区域へ施業を
重点化する等によりコスト縮減を図ることが適当である。

・有効性：概ね適切な保育が実施されている生育途中の林分であることか
ら、事業の有効性は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ７０

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｈ４～Ｈ８４（最長８０年間）

事業実施地区名 福岡支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 平成４年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 17,550百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 3,517百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.99

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、約１万～１万２千haで推移
農山漁村の状況そ しており、森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 具体的な保育実施状況は、下刈の平均実施回数が9.0回実施している。除伐
・枝打は、実施対象年度に達していないことから未実施である。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち35.0％の周辺に一ツ瀬川水系東原ダム等が設置されて
状況 いる。

当該契約面積のうち8.0％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契地元（受益者、地方公共団体等）
約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。の意向

⑥ 事業コスト縮減等 除伐の実施に当たっては、適期実施に努めると共に、広葉樹等は極力保残
の可能性 するなど、針広混交林等の造成を目指すことにより事業コストの縮減を図

る。枝打に当たっては生育及び搬出条件の良好な箇所を厳選し、実施対象本
数の減少に努めコスト縮減を図る。

⑦ 該当なし。代替案の実現可能性

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、植栽・保育の実施状況、関連公共施設への効果等の公益
性を総合的に検討した結果、事業を継続することが適当と考える。
ただし、生育が遅い林分及び広葉樹化しつつある林分の有無及びその生育

状況を適切に把握し、除伐時に広葉樹を保残するなどにより気象災害にも強
い針広混交林等への誘導等の施業を実施する。

・必要性：山村における森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事
業の必要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、今後の施業の実施に当たっては、生育状
事業の実施方針 況の適切な把握に努め、干害等の被害により植栽木の良好な成長

が見込めないと判断された場合には、除伐時に広葉樹を保残する
などにより針広混交林等への誘導等の施業を実施することが適当
である。

・有効性：概ね適切な保育が実施されている生育途中の林分であることか
ら、事業の有効性は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。



整理番号 ７１

期中の評価個表

事 業 名 水源林造成事業 事業計画期間 Ｈ９～Ｈ８９（最長８０年間）

事業実施地区名 福岡支所 事業実施主体 緑資源公団
（都道府県名） 平成９年度 契約地

民間による造林が困難な奥地水源地帯において水源をかん養するため、緑
事業の概要・目的 資源公団が分収造林契約の当事者となって、急速かつ計画的に森林の造成を

行う事業

① 費用対効果分析の 費用対効果分析を試行した結果は以下のとおりである。
算定基礎となった 総便益（Ｂ） 12,300百万円
要因の変化等 総費用（Ｃ） 2,911百万円

分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.22

② 森林・林業情勢、 関係市町村の民有林のうち未立木地の面積は、約７千haで推移しており、
農山漁村の状況そ 森林造成が引き続き必要である。
の他の社会経済情 関係市町村内の私有林のうち不在村者所有森林は、増加傾向にあり、また
勢の変化 担い手となる後継者の不足も重なり、地域の森林の管理水準の低下が危惧さ

れる。

③ 事業の進捗状況 具体的な保育実施状況は、現在、下刈を毎年度実施中である。

④ 関連事業の整備 当該契約面積のうち37.9％の周辺に一ツ瀬川水系東原ダム等が設置されて
状況 いる。

当該契約面積のうち6.1％の周辺に簡易水道関連施設が設置されている。

⑤ 周辺の平均的な山林と同様の生育をしていることから、所在市町村及び契地元（受益者、地方公共団体等）
約相手方は引き続き適期作業の計画的な実施を要望している。の意向

⑥ 事業コスト縮減等 除伐の実施に当たっては、適期実施に努めると共に、広葉樹等は極力保残
の可能性 するなど、針広混交林等の造成を目指すことにより事業コストの縮減を図

る。枝打に当たっては生育及び搬出条件の良好な箇所を厳選し、実施対象本
数の減少に努めコスト縮減を図る。

⑦ 該当なし。代替案の実現可能性

第三者委員会の意見 森林・林業情勢、植栽・保育の実施状況、関連公共施設への効果等の公益
性を総合的に検討した結果、事業を継続することが適当と考える。
ただし、生育が遅い林分及び広葉樹化しつつある林分の有無及びその生育

状況を適切に把握し、除伐時に広葉樹を保残するなどにより気象災害にも強
い針広混交林等への誘導等の施業を実施する。

・必要性：山村における森林の管理水準の低下が危惧されること等から、事
業の必要性は認められる。

評価結果及び ・効率性：効率性を確保するため、今後の施業の実施に当たっては、生育状
事業の実施方針 況の適切な把握に努め、干害等の被害により植栽木の良好な成長

が見込めないと判断された場合には、除伐時に広葉樹を保残する
などにより針広混交林等への誘導等の施業を実施することが適当
である。

・有効性：概ね適切な保育が実施されている生育途中の林分であることか
ら、事業の有効性は認められる。

事業の実施方針
以上のことから、事業は継続する。


